
国
公
立
大
学
の
法
人
化
(
二
〇
〇
四
年
度
⊥
後
、

日
本
の
大
学
の
劣
化
が
さ
ま
ざ
ま
に
報
じ
ら
れ
て
い

る
。
石
原
都
政
下
で
の
東
京
都
立
大
学
へ
の
攻
撃
や
、

福
岡
教
育
大
学
の
例
が
あ
る
(
福
岡
故
育
大
学
教
員
有

志
F
U
E
の
会
「
大
学
ガ
バ
ナ
ン
ス
強
化
の
最
悪
の
帰
結
」
、

百
本
の
科
学
者
〇
一
七
年
七
月
呈
。
都
留
文
科
大
学

で
近
年
行
わ
れ
て
い
る
「
改
革
」
も
常
軌
を
返
し
た

も
の
で
あ
っ
て
、
本
学
は
「
大
学
で
は
な
い
も
の
」
に

変
質
し
っ
つ
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
こ

と
は
、
J
S
A
・
全
大
政
な
ど
主
催
「
大
学
問
題
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
埜
二
回
(
一
七
年
三
月
二
〇
日
)
の
討
論

で
も
告
発
さ
れ
た
。
そ
れ
を
も
と
に
こ
こ
に
論
考
を

発
表
し
、
全
国
の
大
学
人
、
法
律
畠
田
家
譜
氏
へ
の

訴
え
と
し
た
い
。
本
学
を
転
落
の
淵
か
ら
救
い
出
す

運
動
を
強
化
す
る
べ
く
、
み
な
さ
ん
か
ら
の
ご
支
援

を
ぜ
ひ
と
も
賜
り
た
い
。

都
留
文
科
大
学
(
以
下
、
都
留
文
大
と
暗
記
。
)
は
、

山
梨
県
都
留
市
(
人
口
約
三
万
二
千
人
)
と
い
う
地
方

小
都
市
に
立
地
し
、
一
九
六
〇
年
に
文
学
部
の
み
の

市
立
四
年
制
単
科
大
学
と
な
っ
・
た
。
二
〇
〇
九
年
度

か
ら
は
地
方
独
立
行
政
法
大
法
(
以
下
、
地
方
独
法
法

と
暗
記
。
)
に
基
づ
き
公
立
大
学
法
人
に
転
換
し
た
。

約
八
五
人
の
常
勤
教
員
と
約
九
〇
人
の
磯
貝
は
「
非

公
務
員
」
.
と
な
っ
た
。
常
勤
教
員
に
は
い
ね
ゆ
る
専

任
故
貝
(
任
期
な
し
、
学
部
ゼ
ミ
を
担
当
、
教
授
会
メ
ン

バ
「
と
な
る
)
と
一
〇
人
程
度
の
各
種
の
任
期
付
き
教

員
が
お
り
、
た
い
し
て
非
常
勤
教
員
が
約
三
〇
〇
人

と
異
様
に
多
い
。
職
員
は
、
都
留
市
か
ら
の
出
向
等

職
員
約
三
五
色
(
幹
部
層
)
、
・
活
人
画
有
職
貝
、
各
種

非
正
規
職
員
の
三
階
層
か
ら
な
る
。
大
学
の
歳
入
は
、

地
方
交
付
税
大
学
分
を
源
と
す
る
市
か
ら
の
運
営
費
・

交
付
金
が
約
三
分
の
一
、
入
学
金
・
授
業
料
収
入
が

約
六
割
で
国
立
大
学
と
私
立
大
学
の
中
間
型
で
あ
る
。

一
法
人
化
に
よ
る
大
学
運
営
の
改
悪

都
留
文
大
で
は
、
太
田
寛
学
長
(
一
九
七
七
̃
八
三

年
)
の
も
と
で
大
学
運
営
が
民
主
化
さ
れ
、
①
学
長

の
事
実
上
の
教
授
会
直
接
選
出
、
⑨
役
員
を
多
く
置

か
ず
、
!
あ
ら
ゆ
る
議
題
を
教
授
会
で
討
議
し
、
才
の

下
に
各
種
委
員
会
を
置
い
て
教
員
と
職
員
の
熟
議
と

協
働
に
よ
る
全
貝
参
加
型
大
学
運
営
を
行
う
、
⑨
教

授
会
、
教
職
員
組
合
、
学
生
・
院
生
自
治
会
と
の
四

書
協
議
な
ど
の
慣
行
が
確
立
し
て
い
た
。

し
か
し
、
地
方
独
法
法
に
よ
り
公
立
大
学
の
法
人

化
が
可
能
と
.
な
っ
た
。
都
留
市
で
は
〇
五
年
の
市
長

選
挙
で
小
林
義
光
氏
宕
派
系
)
が
大
学
法
人
化
を
公

約
し
て
四
遷
さ
れ
、
〇
七
年
度
を
と
お
し
て
議
論
が

行
わ
れ
た
。
大
学
側
と
市
側
の
決
裂
答
申
と
な
っ
た

が
、
市
長
臣
市
議
会
多
数
派
が
学
内
の
「
穏
健
な
法

人
坐
論
を
押
し
切
っ
た
。
市
側
は
全
員
参
加
型
大

学
運
営
を
嫌
悪
し
、
㈲
市
の
言
う
こ
と
を
聞
く
大
学

に
作
り
替
え
る
と
と
も
に
、
㈹
地
方
交
付
税
大
学
分

と
大
学
の
積
立
金
等
へ
の
介
入
植
を
強
化
す
る
ぺ
く
、

地
方
独
法
法
を
利
用
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
際
、
全
員
参
加
型
大
学
運
営
を
快
く
思
っ
て

い
な
か
っ
た
教
授
会
少
数
派
が
市
長
・
市
役
所
と
組

み
、
ア
カ
い
大
学
だ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
し
な

い
と
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
は
生
き
残
れ
な
い
な
ど
の

宣
伝
を
陰
で
拡
散
さ
せ
る
な
ど
し
、
〇
七
年
秋
の
学

長
選
挙
で
「
強
硬
な
法
人
化
」
派
を
当
選
さ
せ
た
。

そ
の
陰
の
中
心
人
物
が
福
田
誠
治
氏
(
ソ
辛
エ
ト
型
集

団
主
義
教
育
の
研
究
者
で
あ
っ
た
が
、
ソ
連
崩
壊
後
据
画

し
、
現
在
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
の
P
工
S
A
型
学
力
等
・

の
論
考
を
発
表
し
て
い
る
)
、
新
保
祐
司
氏
(
フ
ジ
サ
ン

.
ヶ
イ
グ
ル
ー
プ
主
催
「
正
論
大
賞
」
新
風
賞
を
受
賞
し
た

右
派
系
文
芸
評
論
家
で
も
あ
る
)
な
ど
で
あ
・
つ
た
。
法

人
化
を
利
用
し
て
自
派
の
権
力
を
奪
取
す
る
こ
と
か

彼
ら
の
目
的
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

法
人
化
さ
れ
た
二
〇
〇
九
年
四
月
激
変
か
起
こ
っ

た
。
第
一
に
、
都
留
市
畿
会
が
畿
決
し
た
法
人
の
定

款
に
基
づ
き
、
役
員
体
制
は
、
理
事
長
〃
学
長
別
母

型
の
理
事
会
方
式
と
な
っ
た
。
学
長
は
、
㈲
教
授
会

メ
ン
バ
ー
に
新
た
に
市
出
向
職
員
等
を
加
え
た
意
向

投
票
を
行
う
ー
㈲
そ
の
結
果
も
一
つ
の
参
考
と
し
て
、

法
人
に
置
か
れ
る
学
長
選
考
会
蟻
が
選
考
し
理
事
長

が
任
命
す
る
、
タ
と
い
う
新
方
式
で
選
ば
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
守
の
後
三
回
の
学
長
選
挙
が
行
わ
れ
、
敬

投
合
レ
ベ
ル
で
は
福
田
〃
新
保
両
氏
与
に
付
き
従
う

人
び
と
と
全
員
参
加
型
大
学
運
営
を
で
き
る
だ
け
琵

そ
う
と
す
る
人
び
と
と
は
桔
抗
し
て
い
だ
が
、
職
長

票
に
支
え
ら
れ
た
福
田
垂
ら
が
多
数
派
を
握
れ
る
様
・

椙
と
な
っ
て
い
る
。

第
二
に
、
専
任
教
員
の
採
用
・
昇
任
等
人
事
は
、

従
来
は
①
文
学
部
内
の
五
学
科
間
の
協
蟻
に
よ
り
年

度
人
事
計
画
を
立
て
る
ー
②
各
学
科
の
人
事
要
望
も

尊
重
し
な
が
ら
候
補
の
選
考
を
行
う
ー
③
教
授
会
で

熟
議
の
す
え
投
票
で
決
す
る
ー
④
大
学
当
局
・
労
組

双
方
で
精
成
す
る
人
草
委
員
会
で
の
合
憲
に
よ
り
格

付
け
を
す
る
と
い
う
方
式
で
あ
っ
.
た
が
、
法
人
化
後

は
人
専
案
件
が
す
べ
て
教
授
会
の
審
議
事
項
か
ら
は

ず
さ
れ
、
①
法
人
組
織
で
あ
る
教
育
研
究
審
議
会
(
以

下
、
教
研
蓋
と
暗
記
。
)
で
執
行
部
主
導
に
よ
る
年
度

人
事
計
画
の
決
定
-
②
教
研
蜜
の
下
に
置
か
れ
る
選

考
委
員
会
で
の
選
考
-
③
教
研
蜜
で
の
採
決
-
理
事

会
で
の
承
認
し
④
大
学
当
局
に
よ
る
一
方
的
な
各
付

け
決
定
と
い
う
方
式
に
変
更
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
の

影
響
は
甚
大
で
、
福
田
・
新
保
両
氏
ら
の
意
に
沿
わ

な
い
採
用
人
事
の
否
決
や
、
昇
任
を
気
に
し
て
教
授

会
で
発
言
し
な
い
若
手
教
員
の
増
大
、
新
任
教
員
の

低
賃
金
化
な
ど
が
起
こ
っ
て
い
る
。

第
三
に
、
大
学
の
中
期
計
画
策
定
、
予
算
絹
成
、

学
部
・
学
科
再
編
、
キ
ャ
ン
パ
ス
再
編
や
校
合
増
改

燦
な
ど
の
研
究
教
育
上
の
重
要
案
件
も
ま
た
、
教
授

会
の
単
な
る
報
告
事
項
と
さ
れ
、
実
質
的
に
は
執
行

部
∴
理
事
会
、
.
経
営
協
議
会
(
も
う
一
つ
の
法
人
組
織
)

の
問
で
決
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
こ
ま
で
を
法
人
化
の
第
一
段
階
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。
第
二
段
階
は
第
二
代
学
長
下
で
、
上
記
の

法
人
化
の
枠
内
に
と
ど
ま
る
も
の
の
そ
れ
な
り
に
均

衡
の
と
れ
た
大
学
運
営
が
行
わ
れ
、
教
授
会
で
は
全

員
参
加
型
大
学
運
営
を
主
張
す
る
人
び
と
の
理
に
か

な
っ
た
発
言
に
多
数
の
支
持
が
集
ま
る
こ
と
も
し
ば

し
ば
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
福
田
・
新
保
両
氏
ら
に
は

耐
え
が
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

二

学
校
教
育
法
改
悪
稔
の
大
学
運
営
の
野
蛮
化

二
〇
二
二
年
秋
の
学
長
選
挙
で
職
員
寮
を
固
め
た

福
田
氏
が
当
選
し
、
一
四
年
四
月
か
ら
学
長
に
就
任

i
○
○
-
」
書
を
一
〇
-
.
i

し
た
。
副
学
長
に
は
新
保
民
ら
が
任
命
さ
れ
た
。
ま

た
一
四
年
通
常
国
会
で
学
校
教
育
法
九
三
条
が
改
悪

さ
れ
、
本
学
の
法
人
化
は
第
三
段
階
を
迎
え
た
。

学
校
教
育
法
九
三
条
の
改
悪
と
は
、
同
勢
二
項
で

「
教
授
会
は
、
.
学
長
が
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て

決
定
を
行
う
に
当
た
り
意
見
を
述
べ
る
も
の
と
す
亙

と
し
、
教
授
会
=
意
見
具
申
機
関
に
格
下
げ
し
、
学

長
=
単
独
の
決
定
権
者
と
し
た
こ
と
を
さ
す
。
し
か

し
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
教
育
研
究
に
関
す
る
重
要
事
.
農

項
で
学
長
が
定
め
た
も
の
(
文
科
省
が
あ
げ
る
例
は
富
、

任
教
員
採
用
人
事
、
教
育
課
軍
学
部
学
科
再
絹
、
.
手
早
.

ン
パ
ス
移
糎
な
ど
)
に
つ
い
て
教
授
会
は
意
見
を
述
べ

る
両
壁
一
項
3
)
。
こ
こ
で
「
意
見
を
述
べ
る
」
と
は

文
科
省
見
解
に
よ
れ
ば
、
従
来
の
「
議
決
す
る
」
に

準
じ
る
行
為
で
め
っ
て
、
自
由
間
違
に
審
厳
し
だ
う

え
で
教
授
会
の
見
解
(
賛
否
な
ど
)
を
ま
と
め
る
こ
と

を
さ
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
福
田
学
長
は
、
「
意
見
を
述
べ
る
」
と
は

教
投
合
の
場
で
各
教
員
が
個
別
発
言
を
行
う
こ
と
で

あ
り
、
「
教
授
会
は
意
見
を
述
べ
る
の
み
で
審
議
し
て

は
い
け
な
い
の
だ
」
と
の
独
自
解
釈
を
大
戸
で
延
々

と
ま
く
し
た
て
、
審
議
を
封
じ
に
か
か
る
。
.
こ
れ
に

異
論
を
唱
え
る
と
二
人
の
副
学
長
が
「
発
言
中
止
!
」

「
黙
れ
⊥
と
叫
ぶ
-
-
本
学
の
教
授
会
は
こ
う
し
た

異
様
な
状
況
に
な
っ
て
い
る
。
;
」
の
続
果
、
教
授
会

は
次
第
に
単
な
る
事
務
連
絡
会
蟻
に
堕
し
っ
つ
あ
る
。

改
新
蜜
の
変
質
も
香
し
い
。
従
来
、
学
部
の
下
に

あ
る
五
つ
の
学
科
の
長
は
、
学
科
の
互
選
で
あ
っ
た

が
、
福
田
執
行
部
は
一
方
的
に
学
科
長
任
命
制
を
導

入
し
、
恵
に
沿
わ
な
い
人
物
の
学
科
長
就
任
を
拒
否

賀
賀
巳



し
た
。
こ
の
た
め
故
研
蜜
の
大
半
が
学
長
任
命
の
了

エ
ス
マ
ン
」
と
な
っ
た
。

こ
う
し
た
変
化
が
も
た
ら
し
た
も
の
を
、
以
下
、

都
留
文
大
ホ
ー
ム
べ
.
 
-
ジ
、
都
留
文
大
教
職
貝
組
合

ニ
ュ
ー
ス
、
地
元
紙
「
山
梨
日
日
新
聞
」
記
事
に
よ

り
つ
つ
、
具
体
的
に
紹
介
し
た
い
(
注
記
は
省
略
)
。

三

大
学
を
「
大
学
で
は
な
い
も
の
」
に
す
る

異
常
人
事

福
田
学
長
下
で
の
第
一
の
特
徴
は
、
野
蛮
な
人
事

の
連
発
で
あ
る
。
三
例
だ
け
指
摘
し
ょ
う
。
二
〇
一

四
年
の
地
方
自
治
論
専
任
教
員
採
用
で
は
、
学
長
に

よ
っ
て
専
断
的
に
任
命
さ
れ
た
選
考
委
員
会
が
、
T

氏
を
最
終
候
補
と
し
た
。
選
考
委
貝
の
一
人
は
副
卓

長
と
密
約
を
結
び
、
一
度
も
委
員
会
に
出
席
せ
ず
、

業
績
も
読
ま
ず
、
T
氏
を
指
し
た
(
定
年
後
、
こ
の
人

物
は
学
長
か
ら
任
期
付
き
教
員
と
し
て
再
雇
用
さ
れ
た
)
。

し
か
し
T
氏
に
は
地
方
自
治
に
か
ん
す
る
研
究
論
文

が
一
本
も
存
在
し
な
い
こ
と
が
判
明
し
、
所
属
学
科

か
ら
抗
畿
声
明
が
繰
り
返
し
だ
さ
れ
た
。
だ
が
学
長

は
T
氏
の
着
任
を
強
行
し
だ
。
そ
の
後
で
氏
が
地
方

自
治
論
ゼ
ミ
か
指
導
で
き
な
い
と
わ
か
る
と
、
学
長

は
担
当
変
更
を
求
め
て
宅
た
。
地
元
密
着
の
公
立
大

学
を
う
だ
う
本
学
で
地
方
自
治
を
学
習
で
き
る
唯
一

の
ゼ
ミ
が
、
こ
う
し
て
廃
止
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。

本
学
は
教
員
養
成
糸
大
学
と
さ
れ
て
お
り
、
中
学

社
会
・
高
校
地
歴
敬
貝
免
許
課
程
を
も
つ
が
、
そ
こ

で
は
地
理
学
の
専
任
教
員
は
必
須
で
あ
る
。
二
〇
一

三
年
度
で
同
数
貝
が
定
年
退
職
し
た
が
、
福
田
別
学

欝
i
.
を
ー
㌣
.
、
:

長
(
当
時
)
ら
が
後
任
の
採
用
を
拒
否
し
た
た
め
、
一

四
年
度
当
初
、
同
教
員
は
ゼ
ロ
と
な
っ
た
。
彼
は
、
「
地

理
学
の
専
任
教
員
が
い
な
く
と
も
∵
文
科
省
が
査
察

に
来
た
り
は
し
な
い
。
来
て
も
夏
休
み
呪
け
だ
か
ら
、

そ
の
時
に
は
来
年
に
向
け
て
こ
れ
か
ら
採
用
人
事
を

始
め
ま
す
と
言
え
ば
、
許
さ
れ
る
」
と
二
ヤ
ニ
ヤ
し
ー

な
が
ら
言
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
一
四
年
度
の
社
会
科

教
育
法
の
専
任
教
貝
採
用
に
つ
い
て
も
、
選
考
委
員

会
で
満
場
一
致
で
決
ま
っ
た
候
補
に
対
し
て
、
新
保

副
学
長
ら
が
「
日
韓
共
同
教
科
書
づ
く
り
」
に
か
か

わ
る
者
だ
か
ら
認
め
ら
れ
な
い
と
の
根
回
し
を
し
て
、

故
研
蜜
で
否
決
す
る
策
動
を
行
っ
た
『
こ
れ
ら
の
結

果
、
こ
の
学
科
で
は
一
四
年
度
に
は
一
六
ゼ
ミ
の
う

ち
七
を
非
常
勤
教
員
に
任
せ
る
異
常
事
態
に
陥
っ
た
。

そ
の
果
て
に
、
二
ハ
年
秋
、
文
科
省
か
ら
中
学
社
会

赦
免
課
程
等
で
大
貴
の
学
生
が
長
年
屈
性
漏
れ
し
て

い
た
の
で
改
善
せ
よ
と
の
行
政
指
導
を
本
学
が
受
け

る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
学
長
ら
は
こ
の
薯
実
を

学
生
に
告
げ
ず
に
揃
お
う
と
し
だ
。
こ
れ
は
同
年
末
、

新
聞
・
T
V
で
大
き
く
告
発
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

と
く
に
重
大
な
の
が
、
本
学
で
唯
一
の
日
本
国
憲

法
専
任
教
貝
採
用
問
題
で
あ
る
(
二
〇
一
七
年
)
。
副

学
長
・
学
長
補
佐
な
ど
学
長
の
意
に
沿
う
教
員
で
固

め
ら
れ
た
選
考
委
貝
会
は
H
氏
を
候
補
に
推
薦
し
た

が
、
H
氏
は
法
学
の
学
位
を
持
た
ず
、
日
本
国
憲
法

に
か
ん
す
る
研
究
論
文
が
一
本
も
な
く
、
民
族
主
義

改
憲
派
の
集
団
「
憲
法
学
会
」
に
所
属
し
て
い
書

教
授
会
で
再
三
に
わ
た
っ
て
抗
議
声
明
が
出
さ
れ
た

が
、
学
長
ら
は
採
用
を
強
行
し
た
。
そ
し
て
着
任
直

後
、
H
氏
が
学
長
補
佐
に
任
命
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

四

退
職
金
裁
判

大
学
当
局
と
市
側
が
大
学
を
私
物
化
し
て
い
る
例

と
し
て
、
退
職
金
裁
判
を
と
り
あ
げ
た
い
。
二
〇
一

二
年
度
の
国
家
公
務
員
給
与
削
減
政
策
に
影
響
さ
れ

て
、
都
留
市
で
も
市
職
員
の
退
職
金
削
減
を
決
定
し

た
。
本
学
当
局
は
、
市
側
に
右
へ
倣
え
し
て
本
学
教

職
員
の
退
職
金
削
減
を
画
策
し
た
。
一
三
年
三
月
、

大
学
労
組
と
の
団
体
交
渉
も
な
く
、
ま
た
教
職
員
へ

の
周
知
も
な
Y
、
本
学
退
職
手
当
規
程
を
、
旧
来
か

ら
市
側
の
規
程
を
準
用
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
か

の
よ
う
に
富
き
換
え
、
同
月
退
職
教
職
貝
の
退
職
金

を
一
方
的
に
削
減
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
当
該
教
員
六
名
が
東
京
地
裁
に
提

訴
し
た
(
第
一
次
斬
継
、
一
五
年
四
月
地
裁
判
決
)
。
大

学
労
組
は
原
告
団
を
支
援
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。

一
五
年
、
最
高
裁
は
大
学
当
局
の
労
働
契
約
法
・
労

働
基
準
法
違
反
を
認
め
、
原
告
に
削
減
分
を
還
付
す

る
決
定
を
行
、
つ
た
。
と
-
こ
ろ
が
大
学
当
局
は
何
ら
反

省
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
新
た
に
五
名
が
甲
府
地
裁

に
一
七
年
六
月
、
第
二
次
訴
弦
を
提
訴
し
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。

こ
の
事
件
の
憲
義
は
二
つ
あ
る
。
第
一
に
、
東
京

地
裁
判
決
は
、
法
人
化
し
「
非
公
務
員
型
の
大
学

は
設
置
者
た
る
市
側
か
ら
経
営
上
独
立
し
て
い
る
と

の
判
断
を
示
し
た
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
大
学
当

局
=
市
側
は
逆
に
、
大
学
を
市
役
所
の
従
属
物
と
み

て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

五

学
部
・
学
科
再
編
と
不
当
労
働
行
為
、

福
田
学
長
は
当
選
後
、
「
選
挙
公
約
」
で
ほ
ぼ
触
れ

な
か
っ
た
学
部
学
科
再
編
を
開
始
す
る
。

第
一
は
、
文
科
省
路
線
に
沿
っ
た
、
国
際
バ
カ
ロ

レ
ア
課
程
と
連
携
し
た
全
科
目
英
語
授
業
の
「
国
際

教
育
学
科
」
新
設
で
あ
る
(
二
〇
一
七
年
度
開
股
)
。

そ
の
持
続
可
能
性
は
学
内
で
は
大
い
に
疑
問
視
さ
れ

て
い
る
。

第
二
は
、
現
「
社
会
学
科
」
廃
止
、
「
地
域
社
会
学

科
」
新
設
と
「
教
養
学
部
」
新
設
で
あ
る
(
一
八
年
度
予

定
)
。
そ
の
節
学
科
準
備
室
は
副
学
長
・
学
長
補
佐
・

学
長
側
近
で
か
た
め
、
現
学
科
の
中
心
メ
ン
バ
ー
を

一
切
排
除
し
∵
ま
た
新
学
科
の
重
要
方
針
案
は
現
学

科
メ
ン
バ
ー
か
ら
意
見
を
聴
く
こ
と
な
く
、
三
菱
総

研
に
委
託
し
て
作
成
さ
せ
た
。
新
学
科
の
教
育
課
程

案
も
準
備
室
が
専
断
的
に
作
成
し
た
。

第
三
は
新
校
舎
建
設
で
、
落
札
菜
箸
に
は
前
・
現

市
長
糸
土
建
会
社
が
含
ま
れ
、
落
札
率
は
九
九
・
七

%
と
な
っ
て
い
る
。

特
に
深
刻
な
の
は
二
一
〇
一
六
年
秋
、
学
長
ら
が

社
会
学
科
の
三
教
員
に
つ
い
て
新
学
科
へ
の
移
籍
拒

否
を
強
行
し
て
を
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
三
改
頁
虻

第
一
次
退
職
金
斬
殺
の
東
京
地
裁
提
訴
時
、
大
学
労

組
に
よ
る
原
告
団
支
援
決
定
時
、
最
高
裁
決
定
時
そ

れ
ぞ
れ
で
大
学
労
組
書
記
長
だ
っ
た
書
で
、
異
常
人

事
に
つ
い
て
教
授
会
で
「
モ
ノ
言
う
」
教
貝
で
も
あ
っ

た
。
本
学
で
は
他
学
科
等
へ
の
移
籍
に
つ
い
て
は
本

人
同
意
を
得
る
と
い
う
雇
用
慣
行
が
確
立
し
て
い
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
学
長
ら
は
二
寂
貝
の
意
思
確
認

を
一
切
拒
否
し
、
団
体
交
渉
で
は
配
置
転
換
先
も
提

示
し
な
い
不
誠
実
な
脱
度
を
繰
り
返
し
た
。
こ
れ
は

大
学
労
組
へ
の
弾
圧
(
不
当
労
働
行
為
)
で
あ
り
、
本

年
三
月
、
.
山
梨
労
働
委
員
会
に
救
済
申
し
立
て
か
行

わ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
学
長
・
副
学
長
に
よ
る
パ

ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
で
も
あ
る
た
め
、
三
教
員
は
学

内
の
人
権
委
貴
会
、
山
梨
県
弁
護
士
会
人
権
擁
護
委

員
会
に
も
救
済
を
申
し
立
て
、
公
立
大
学
職
員
組
合

連
合
会
か
ら
の
支
援
も
得
て
い
る
。

お
わ
り
に

二
〇
一
五
年
、
文
科
省
通
知
「
国
立
大
学
法
人
等

の
組
織
及
び
業
務
全
般
の
見
直
し
に
つ
い
て
」
.
が
教

貝
養
成
系
・
人
文
社
会
科
学
系
学
部
の
「
組
織
の
廃

止
や
社
会
的
要
請
の
高
い
分
野
へ
の
転
換
」
を
打
ち

出
し
、
大
学
人
に
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
た
。
前
述
の
よ

ぅ
に
、
都
留
文
大
で
の
異
常
人
車
、
学
部
・
学
科
再

編
は
そ
の
都
留
文
大
バ
ー
ジ
ョ
ン
と
言
っ
て
よ
い
。

こ
こ
で
の
最
大
の
被
害
者
は
学
習
主
体
=
学
生
た
ち

で
あ
る
。

国
立
大
学
で
は
、
安
倍
政
権
の
教
育
再
生
実
行
会

議
「
こ
れ
か
宅
の
大
学
教
育
等
の
在
り
方
に
つ
い
て
」

お
よ
び
文
部
科
学
省
「
国
立
大
学
改
革
プ
ラ
ン
」
(
二

〇
二
三
年
)
な
ど
を
と
お
し
て
、
大
学
の
安
倍
政
権

の
軽
済
政
康
(
ア
べ
ノ
ミ
ク
ス
)
へ
の
従
属
と
新
自
由

主
義
的
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
遊
ん
で
い
る
。
公
立
大
学

で
は
、
、
ロ
ー
カ
ル
な
諸
事
情
に
媒
介
さ
れ
な
が
ら
、

輪
を
か
け
て
野
蛮
な
「
改
革
」
が
進
ん
で
い
る
。
「
軍

学
共
同
」
、
新
自
由
主
着
的
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
対
応

し
た
一
七
年
度
小
中
学
校
学
習
指
導
要
領
改
訂
(
ア

ク
テ
ィ
ヴ
・
ラ
「
ニ
ン
グ
と
道
徳
教
科
化
な
ど
)
の
影

響
も
及
ん
で
き
て
い
る
。

「
改
革
」
が
強
行
さ
れ
た
英
国
に
は
、
大
学
の
「
資

格
付
与
工
場
」
化
に
反
対
し
、
人
類
・
社
会
∴
自
然

へ
の
深
い
洞
察
に
貢
献
す
る
「
博
綾
里
的
な
大
学
を

と
訴
え
る
大
学
人
の
運
動
が
あ
る
(
s
.
曾
】
-
畳
.
冒

鱒
事
の
じ
き
・
産
直
鍔
f
。
÷
.
P
昏
管
掌
B
8
訂
二
重
母
。
"
そ

し
て
今
年
の
総
選
挙
で
は
大
学
授
業
料
無
料
化
な
ど

の
野
党
の
公
約
に
共
鳴
し
て
学
生
・
若
者
た
ち
が
政

治
変
革
の
波
を
作
り
出
し
た
。

・
私
た
ち
都
留
文
大
教
員
有
志
は
ロ
ー
カ
ル
な
野
蛮

さ
と
闘
い
、
本
学
が
「
大
学
で
は
な
い
も
の
」
に
転

落
す
る
こ
と
へ
の
抵
抗
運
動
を
粘
り
強
く
広
汎
に
展

開
し
た
い
。
安
倍
改
植
下
で
大
学
が
「
大
学
で
は
な

い
も
の
」
に
転
落
す
る
こ
と
に
粘
り
強
Y
立
ち
向
か
っ

て
い
る
全
国
の
大
学
人
や
本
蒔
読
者
と
連
帯
工
な
が

ら
。


